
畷総人第１８１１号 

令和５年１２月６日 

四條畷市特別職報酬等審議会 

会長 桑野 正孝 様 

          

                       四條畷市長 東  修 平 

 

議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について（諮問） 

 

議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について、四條

畷市特別職報酬等審議会条例第２条の規定に基づき下記について諮問します。 

記 

 

１ 議員報酬及び政務活動費の額について 

１ 市長、副市長及び教育長の給料の額について 

 

 


